
あなたはどの申告が必要？

こんな方は申告が必要です！

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
はいいいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

◎問い合わせ　子ども育成課　☎内線３３２

中
学
生
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
で
表
彰

中
学
生
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
で
表
彰

▼
財
団
法
人
大
蔵
財
務
協
会
理
事
長

賞
（※

）

　
　

秋
道　

涼
香
（
大
磯
中
）

▼
平
塚
地
区
納
税
貯
蓄
組
合
総
連
合

会
会
長
賞
（※

）

　
　

新
庄　

永
遠

　
　
　
　
　

  （
聖
ス
テ
パ
ノ
学
園
中
）

▼
大
磯
町
長
賞　

　
　

竹
内　
　

怜
（
国
府
中
）

▼
大
磯
町
議
会
議
長
賞

　
　

上
野　

美
香
（
大
磯
中
）

▼
平
塚
地
区
納
税
貯
蓄
組
合
総
連
合
会

・
優
秀
賞

　
　

吉
川　

裕
太
（
国
府
中
）

・
入
選

　
　

田
中　

航
平
（
大
磯
中
）

　
　

柴
田　

知
実
（
大
磯
中
）

（※

）
印
の
受
賞
作
文（
全
文
）は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

６
か
月
以
上
寝
た
き
り
の
状
態
で

常
時
紙
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
と
認

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
お
む
つ
代
を

医
療
費
控
除
に
含
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
書
類

　

医
療
機
関
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
と
「
お
む
つ
代
の
領

収
書
」
が
、
確
定
申
告
時
に
必
要
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
前
年
度
に
引
き
続
き
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る

方
は
、
要
介
護
認
定
主
治
医
意
見
書

で
尿
失
禁
が
確
認
で
き
る
場
合
に
は
、

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
わ
り
、

町
で
交
付
す
る
「
内
容
確
認
証
明
書
」

で
代
用
が
で
き
ま
す
。

手
軽
に

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
65
歳

以
上
の
方
で
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
に

よ
り
障
害
者
等
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ

た
方
に
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

証
」
を
交
付
し
ま
す
。
確
定
申
告
の
際

に
提
出
す
る
こ
と
で
障
害
者
控
除
等
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

　

要
介
護
２
以
上
で
要
介
護
認
定
主

治
医
意
見
書
に
よ
り
、
町
が
知
的
障

害
者
及
び
身
体
障
害
者
に
準
ず
る
と

認
め
た
方
（
状
態
確
認
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）。

◎
問
い
合
わ
せ　

保
険
福
祉
課　

　

☎
内
線
３
０
１
・
３
０
２

　

全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
、
国
税
庁
主
催
の
中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
で
次
の
方
々
が

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。　

　

今
年
度
の
応
募
総
数
は
５
４
３
，７
３
５
編
、
う
ち
、
大
磯
町
内
の
中
学
校
か
ら
は
１
２
９
編
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

お
む
つ
代
が

　
　

医
療
費
控
除
さ
れ
ま
す

町
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
は
お
早
め
に

○
申
告
が
必
要
な
方

　

左
記
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
平
成
22
年
中
の
給
与
の
収
入
金
額
が

２
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
、
給
与
以
外
の
所

得
が
20
万
円
を
超
え
る
方
、
２
か
所
以
上
か
ら
給

与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
、
不
動
産
や
ゴ
ル

フ
会
員
権
な
ど
の
資
産
を
売
っ
た
方
は
、
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

○
年
金
受
給
者
と
申
告

　

年
金
か
ら
の
源
泉
徴
収
税
額
に
は
、
社
会
保
険

料
や
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
障
害
者
控
除
、

寡
婦
（
夫
）
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
は
反
映
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　

各
種
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
各
種
申

告
が
必
要
で
す
。

申
告
期
間
は
、
2
月
16
日
（
水
）
〜
3
月
15
日
（
火
）

　

申
告
は
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
算
定
資
料

に
も
な
り
ま
す
。

　

申
告
資
料
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
所
得

証
明
書
等
の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

申告会場の案内

平塚駅ビル 6階ラスカホール
【配布・収受】8：30 ～ 17：00
【作成アドバイス】
9：00 ～ 17：00
1 月 24 日 ( 月 ) ～ 3 月 24 日 ( 木 )※土日、祝日除く
※2月 20 日 ( 日 )・2 月 27 日 ( 日 ) は開場
所得税の申告・納付期限は 3月 15 日 ( 火 ) です。
2月 15 日 ( 火 ) 以前は還付申告の方が対象です。

○申告書、印鑑
○源泉徴収票や各種控除の証明書 （医療費控除を受ける方は、領収書の合計額を計算して来てください。）
○前年の申告書の控え
○使い慣れた筆記用具、電卓
○還付金がある場合、申告者名義の口座番号がわかるもの

【①税理士会による無料相談会】
2月14日 (月 )、15日 (火）9：30～ 12：00、13：00～ 15：30
国府支所2階会議室　　　
2月16日 (水 )～ 18日 (金）
保健センター2階研修室　

【②上記以外の申告相談受付】
2月21日 (月 )～ 3月15日 (火 ) 9：00～ 11：45、13：00～ 16：00
役場 4階第1会議室（※土日除く）
※混雑状況により相談及び受付の締切を早めることがあります。　　 
　

※申告書の自書作成に、ご協力をお願いいたします。

《
町
県
民
税
申
告
と
確
定
申
告
》

《
申
告
の
受
付
・
相
談
》

すべての確定申告 町県民税申告、簡易な確定申告（申告書Ａ）

町が開設する申告会場税務署が開設する申告会場

受付日時
・場所

持ち物

申告内容

　

次
頁
掲
載
の
申
告
会
場
の
案
内
を
参
照
。

○
町
県
民
税
申
告
書

　

前
年
の
申
告
書
提
出
状
況
等
に
よ
り
申
告
が
必

要
と
思
わ
れ
る
方
へ
２
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
方
で
、
申
告
書
が
な
い
場
合
は
、

町
の
申
告
会
場
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
。
提
出
は
、

郵
送
で
も
受
付
し
ま
す
。（
控
え
が
必
要
な
方
は
、

切
手
貼
付
の
う
え
返
信
用
の
封
筒
を
同
封
）

○
確
定
申
告
書
の
配
布

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
か
、
税
務
署
や
町
の
申
告
会
場
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

○
確
定
申
告
書
は
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
簡

単
に
作
成
で
き
ま
す

　

画
面
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
れ
ば
、

税
額
等
が
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。
簡
単
に
作
成
で

き
、
そ
の
申
告
書
を
印
刷
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

○
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

　

確
定
申
告
に
関
す
る
相
談
に
お
答
え
す
る
電
話

窓
口
を
税
務
署
が
開
設
し
ま
す
。

・
期
間　

３
月
15
日
（
火
）
ま
で

・
相
談
内
容　

所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、

贈
与
税
、
相
談
会
場
に
つ
い
て
等

◎
問
い
合
わ
せ

・
確
定
申
告
に
つ
い
て　

　

平
塚
税
務
署
☎（
22
）
１
４
０
０

・
町
県
民
税
に
つ
い
て　

　

税
務
課
☎
内
線
２
５
３･

２
５
４

受
け
ら
れ
ま
す

確
定
申
告

控
除

で

が

寝
た
き
り
高
齢
者
等
に

　
　
　
　
　
　

障
害
者
控
除

平成23年１月１日現在大磯町に住んでいた。

平成22年中に課税対象となる
収入があった。（遺族年金、障
害年金等は非課税所得です）

平成23年１月１日現在お住まい
の市区町村で申告してください。

町内に住む人の税法上の扶養親族になっている。

下記の表に進んでください。

給与所得

あなたの収入の種類は？

平成22年中に勤務先を退職した。

給与以外に収入があった。 （所得金額の合計）－（各種控除の合
計額）で残額がある

勤務先で年末調整した、勤務先から町へ
給与支払報告書が提出されている。（勤
務先の給与担当者に確認してください。）

源泉徴収されていて、医療費控
除・寄付金控除・住宅借入金等
特別控除・雑損控除等を受ける。

源泉徴収されている。

町県民税の申告が必要

申告は不要 確定申告が必要

再就職して前職分を
含め、年末調整をした。

雑（年金）所得
（収入が給与と年金の方も含む）

不動産所得、
事業所得など

申告は不要 町県民税の申告が必要

※このフローチャートは全ての方が当てはまるものではありませんので、
　詳しくはお問い合わせください。

住宅借入金等特別控除（所得税）・各種譲渡所得・繰越損失・青色申告等の方は税務署会場での申告をお願いします。
※相続等に係る「生命保険契約等に基づく年金（所得税）」の手続き等の詳細は、税務署に電話でご確認ください。

◎
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

☎
内
線
２
５
１

広報おおいそ　平成23年2月7


